
第２回広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に 

関する条例検討委員会 意見の内容と県の考え方について 

 意見の内容と県の考え方・対応 

№ 意見の内容 県の考え方・対応 

１ 【事業者の役割について（条例第７条第２項）】

・第７条第２項について，具体的に誰がどんな

ことをしなければいけないのかイメージが

湧かない。 

・事業者とは，フードデリバリーサービス業者

（運営会社）を指し，他の事業者とは配達員

のことだとすると，フードデリバリーサービ

ス業者（運営会社）は，個人の配達員に，い

つどの時点で，どういうことをするように条

例は求めているのか。事例を示せるようにし

ないといけない。 

・参考資料１「フードデリバリーサービス運営

会社に対する県の対応について」にある業務

委託等のイメージ図に関して，ここに記載の

「販売店等」が「運営会社」を介さずに「配

達員」に依頼する可能性があるなら，「運営会

社」がなくなり「販売店等」（と「配達員」と

の関係）になるので，これも想定しておかな

ければならない。 

・フードデリバリーサービス事業の場合に

は，事業者であるフードデリバリーサービ

スの運営会社が，他の事業者である配達員

（個人事業主）に対して，配達員の登録時

や稼働時等において，交通ルールの遵守や

安全対策，事故発生時の適正な対応等を求

めることを想定している。 

・なお，日本フードデリバリーサービス協会 

交通安全ガイドラインにおいては，上記を

含む各種規定が含まれている。 

（参考資料参照） 

・イメージ図の「販売店等」が「運営会社」を

介さずに「配達員」に依頼する場合も考え

られるので，これも想定して広報啓発等を

行う。 

２ 【幼児のヘルメット及びシートベルトの着用 

について（条例第 12 条）】 

・幼児のヘルメット着用について，愛媛県の条

例では，全年齢，全事業者に対しての着用義

務があるので，足並みを揃えて着用を励行す

るよう，要望としてお願いしたい。 

・愛媛県と広島県との関係では，県境で自転車

利用者への申し入れが変わることがないよ

うご配慮ください。 

・（道路交通法改正が令和４年４月に公布され，

公布から１年以内の施行により，自転車乗用

者全員にヘルメット着用の努力義務が課さ

れるのであれば，）広島県の自転車条例も全

員ヘルメット着用でも良いのではないか。ヘ

ルメット着用は幼児に限ったと受け取られ

る印象を持つ。 

・条文作成に当たっては，法律上の規定があ

るものは，原則条文に明記しない方針とし

ている。 

・幼児のヘルメット着用については，法律上

の規定はあるが，幼児用座席のシートベル

ト着用については，法律上の規定がないた

め，これを明記する場合には，ヘルメット

とシートベルトの両方をセットにすべきと

考えて明記している。 

・自転車利用者のヘルメット着用について

は，法改正もあり，幼児に限定せず，これ

を推奨していく予定であるが，条例制定後

の広報啓発においても，幼児のみヘルメッ

ト着用を推奨しているとの誤解を与えない

よう，関係機関と連携を図りながら対応す

る。 



３ 【自転車損害賠償保険等への加入等について 

（条例第 13 条）】 

・第 13 条の第 1 項と第 2 項について、第 1 項

は個人向け保険、第 2項は事業者向け保険の

加入義務付けを想定しているはすである。し

かしいずれも同じ「自転車損害賠償保険等」

という用語を使ってしまうと、例えばフード

デリバリーの配達員は業務中の事故は個人

向け保険ではカバーされないにもかかわら

ず個人向け保険に入ってさえいればよいと

誤解されてしまう可能性がある。このような

誤解の生じないような書き方を工夫すべき

である。 

・保険加入義務化については，保険の対象範囲

が多種多様であることから，効果的な広報啓

発が必要である。 

・大学生が卒業した場合に親の特約から外

れ，無保険になる事例や高齢者が免許を返

納して無保険になる事例も考えられる。こ

れらの場合への周知も検討してほしい。 

・国交省が定める標準条例第 2 条の定義は，

「自転車損害保険等」は保険の名称にかか

わらず，また，個人と事業者を問わず、自転

車の利用にかかる事故に関する保険を指し

ているため，本条例も標準条例と同様の表

現とし，条文の変更はしないこととする。

なお，日本損害保険協会からも同様の見解

をいただいている。 

条例制定後は，県民の誤解を招かないよう

十分留意をしながら，啓発チラシやホーム

ページで広報をしていくことを考えてい

る。 

・ご意見のとおり，保険の対象範囲は，多種

多様であることから，事業者や，学生・保

護者，高齢者，観光客など，各主体に応じ

た広報啓発に努めていく。 

・ご意見のとおり，就職や免許返納等を契機

として，無保険となることが想定されるた

め，関係機関の協力を得ながら，情報提供

に努めていく。 



参考資料


















